
刊行によせて

　令和の新時代を迎えました。元号の数字は若返りましたが日本自体は若返るわけもなく、

「超少子高齢社会」という平成からの大きな課題がいよいよ火を噴く様相さえあります。

そのような時代に対応するために、医療も大きく展開しようとしています。

　最も目立つ変化は、人工知能（AI）の導入です。これは、「アルファ碁」の活躍のような

わかりやすい先例が出たために、医療にあまり詳しくない方でも、その方向性は理解しや

すいことでしょう。

　その一方で、医療には保険医療制度のような独特な法制度やルール、医療安全、費用対

効果、倫理課題、人材育成、データ 2次利用などに関する課題が山積しています。多くの

方は新聞などの報道でその一部は聞いたことがあるかもしれませんが、それらの具体的な

姿や、行政や関係各者の地道な対策は、医療以外の領域の方にはわかりにくいものでしょ

う。

　まず「医療情報システム入門 2020」の目次を開いてみると、医療情報を俯瞰するのに

必要な多くの項目が初心者でもすっと頭に入る構成で並んでいることがわかります。また

本文を見てみると、見やすい図表の繁用、アップデートした新しい話題、難解な用語の説

明やコラムなど、まるで評判の良い受験参考書のような（失礼！）わかりやすさを達成して

います。

　良い医療情報システムを構築する上で重要なことは、ニーズを満たす運用のできるシス

テムができるか否かです。そのニーズの多くは、前述した課題への対応から生じており、

複雑に絡み合うこれらの課題を理解し、全体を俯瞰する目で考えなければ、決して良いシ

ステムはできません。そのような意味で本2020版は、新しく医療情報に関わる人が最初に

読むのに適した資料と言えるでしょう。

　医療情報に関わる人材は質・量ともにまだまだ十分とは言えません。JAHISの名前にも

ある「保健・医療・福祉」領域間の平滑な連携へのリモデリングや、個人の生涯の健康医

療データを蓄積するEHRの構築、蓄積したデータの 2次利用のための基盤構築もこれか

らです。本書の版を重ねることによる、医療情報人材育成をさらに発展させようとする

JAHISのたゆまぬ努力に敬意を表します。

　2020（令和 2）年 1月

� 一般社団法人 日本医療情報学会

� 代表理事　中島 直樹

はじめに

　本書は、主に医療情報システムに初めて携わる新入社員の方や、この分野を新たに担当
される方にシステム全般に関する基礎知識を習得していただくことを目的として、医療情
報システムの全体像、オーダエントリシステムや電子カルテシステム、関連部門システム
について解説した入門書です。

　医療を取り巻く環境は大きく変化しており、ヘルスケアICTへの期待は益々高まってい
ます。一般社団法人　保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）では「研究会、講演会、
研修会、展示会、教育等を通じた知識の交流と普及」を事業内容のひとつに掲げており、
その一環として「医療情報システム入門コース」を毎年開催しています。システムの全体
構成から分野別のポイント、さらには行政施策との関連までを網羅し、その幅広い講義内
容は毎回好評を得ております。
　本書はその入門コースでの経験をいかし、講義資料と講義内容を取りまとめたものとな
ります。本書の特徴としては大きく 3つあります。 1つは「網羅性」であります。医療情
報システムの全体像や各分野の説明だけでなく、共通課題であるセキュリティや標準化の
動向などの切り口からも整理をしています。 2つ目は「連続性」です。現在の状況だけで
なく過去の経緯や、今後の展望についても触れています。そして 3つ目は「現場視点」で
す。実際にシステムを提供しているメンバーが関与しているため、現場で求められるシス
テムの役割や位置づけなども記されています。これら 3つの特徴は、つまるところJAHIS
が長年活動してきた内容を本書に表現したことを意味しています。ぜひ本書を通じて本業
界にも興味を持っていただけると幸いです。
　なお、本書はできる限り直近の社会状況や制度、標準化動向を踏まえて編集しています
が、ご意見やご指摘があれば、JAHISまでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。
次回の改訂の際に役立てたいと考えております。

　医療情報システムを学ぶうえで、本書を初期の参考書としてご活用され、ご担当業務や
興味関心に応じ、歩みを進めていただければと思います。またJAHISでは様々な教育やセ
ミナーを開講しておりますので、適宜ご参加いただき、最新情報を入手してください。
　本書を読まれた皆様が、医療情報システムの知識をいかしてご活躍されることを願って
やみません。

　2020年 1 月
� 一般社団法人　保健医療福祉情報システム工業会

� 運営会議　議長　高橋 弘明
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第１章

医療をめぐる
動向ガイダンス

１ 医療業界・IT業界を取り巻く制度、政策、法令
	 １．社会保障制度
	 ２．医療制度
	 ３．制度改革や施策の大まかな流れ

２ 厚労省によるICT化の推進
	 １．厚生労働省の医療等分野におけるICT化の推進目標
	 ２．データヘルス改革

３ 政府戦略等
	 １．首相官邸・内閣官房での動き
	 ２．厚労省・総務省・経産省の動き

４ JAHISの方向性  JAHIS2025ビジョン



1
医療業界・IT業界を取り巻く制度、政策、法令
1-1.社会保障制度

年 金

医療、年金、福祉、公的扶助等、国民が傷病、高齢、失業な
どにより、生活がおびやかされた場合に、国が主体となって
国民に健やかで安心できる生活を保障する制度 政策およびその他法令

健康保険法、健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法律、医
療法等、多くの法律で定められ運用される制度
日本の特徴：①国民皆保険
　　　　　　②フリーアクセス
　　　　　　③現物給付（療養に必要なサービス（現物）そのも
　　　　　　　のを給付すること）

介護保険制度
児童福祉　障害者福祉

生活保護制度

特別法

社会保障制度
政府戦略等

成長戦略
世界最先端デジタル国家創造宣言

安心、安全等
個人情報保護法
医薬品医療機器等法

医療制度

介護報酬改定

社会保障制度改革
社会保障と税の一体改革
マイナンバー制度 次世代医療基盤法

医療法改正
医療制度改革 診療報酬改定

公的扶助福 祉

健康保険法 医療法
高齢者の医療の確保に関する法律（旧老人保健法） 等

健康増進法

国としての産業振興等の
観点から戦略が立案され
ている。
※医療は、重要分野として位
　置付けられている。

医療業界、医療 IT業界にさまざまな影響を与える

　情報技術（IT）は現在、さまざまな形で医療に貢献している。今後も貢献して
いくために大きなポイントとなるのが、社会のしくみ・枠組みがどのように変
わっていくか、ということである。そこで、現在の基本的な枠組みとその改革
の方向性をまず説明する。
　医療の分野に最も大きく関係する社会的枠組みは社会保障制度である。社会
保障制度は医療、年金、福祉（介護保険・児童福祉・障害者福祉）、公的扶助（生
活保護）の ４つを柱とし、国民が傷病や高齢、失業等により生活がおびやかされ
た場合に、国が主体となって国民の健やかで安心できる生活を保障する制度で
ある（図 1）。

図１■医療業界・IT業界を取り巻く制度、政策、法令

　社会保障制度の土台となっているのが、「すべて国民は、健康で文化的な最
低限度の生活を営む権利を有する」という憲法第25条の規定、いわゆる生存権
の規定である。これを国民相互の支え合いという方法で推し進めていこうとす
るのが、社会保障制度のしくみということになる。

1-2.医療制度

　医療制度は健康保険法・医療法・健康増進法・高齢者の医療の確保に関する
法律（高齢者医療確保法）のほか医師法等、さまざまな法律がかかわりあって運
用されている。

⑴ 日本の医療制度の ３ 大特徴
　日本の医療制度には以下のような ３つの大きな特徴がある。
①受診機会の平等（国民皆保険体制）
・すべての国民が、健康保険、国民健康保険などの公的な医療保険に加入。
・保険適用医療機関・医療内容での受診なら、医療費支払いは保険適用となる。
②いつでも、だれでも、どこでも（フリーアクセス）
・健康保険証を提示すれば、居住地区等の制限もなく、国内にあるどこの医療
機関でも自由に診療や治療が受けられる。

③安い費用で、質のよい医療（現物給付方式）
・医療サービスを受けた際、受診者が一定の費用を医療機関に支払えば（基本
３ 割）、残りの費用は保険組合などが負担することとなる（同 ７ 割）。これに
より、いつでもどこでも少ない患者負担で質のよい医療サービスを受けられ
る。

　　このように、①国民皆保険体制により所持している健康保険証を提示すれ
ば、②いつでも、だれでも、どこでも、③安い費用で質のよい医療を受けるこ
とができる。

⑵ 医療制度の現状と課題
　日本の医療制度は国際的にも高い評価を受けているが、取り巻く環境は大き
く変化してきている。
①世界的にも例を見ない急速な高齢化による医療費の増大。
②日本経済の悪化や若者の減少、フリーターやニートなど保険料が支払えない
層の拡大などによる、医療保険の財源確保の困窮。

③遺伝子治療や再生医療など医療技術が日進月歩で進歩する中で、こうした技
術の進歩をどのように保険に適用させるかという問題の発生。

④インフォームド・コンセントに見られるような、みずから受ける医療を「知
りたい」「選びたい」といった患者からの要求の高まり。

　このような変化にどのように対応していくのかが、重要な課題となる。

11

1 医療業界・IT業界を取り巻く制度、政策、法令
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第１章   医療をめぐる動向ガイダンス

1-3.制度改革や施策の大まかな流れ

2-1.厚生労働省の医療等分野におけるICT化の推進目標

2
厚労省によるICT化の推進⑴  各種制度改革、改正

　制度の内容が社会の変化に対応できなくなってくると、見直しを行う必要が
ある。
　社会保障制度改革として、現在は「社会保障と税の一体改革」が行われてい
る。これは、①持続可能な社会保障制度構築と財源の安定的確保および②財政
健全化を同時に達成するための改革である※。2019年10月からの消費税率の引
上げ（ ８％→10％）で一区切りがついたといえる。
　社会保障制度改革の一環として、医療制度改革がある。我が国の医療のある
べき姿を提示し、それに向けての医療政策が統合的に行われる。たとえば、医
療を取り巻く環境の変化に応じた体制の構築・維持を目的とした医療法の改正
などが実施されている。
　また、診療報酬（保険医療機関で行われた診療・薬に対する報酬）は ２年に １
度、重点課題に対応するため、および物価・人件費等の動向に対応するために
改定される。このほか、介護報酬改定は ３ 年に １ 度、診療報酬改定と同様に環
境の変化に対応した改定が行われている。

⑵ 成長戦略等
　医療IT業界は前述のとおりさまざまな制度・法律が関与している。これはど
ちらかというと、規制する方向といえる。これに対して、産業振興という面か
らの枠組みとして政府戦略が関わってくる※。政府が経済成長を目指し「成長
戦略」を策定し、推進している。この成長戦略を確実なものとする柱として、「世
界最先端デジタル国家創造宣言」がある。「世界最先端デジタル国家創造宣言・
官民データ活用推進基本計画」の中で官民データ利活用等の推進を図ることで
その解決が期待される ８つの重点分野のひとつとして「健康・医療・介護」が
指定されている。

⑶ 安心・安全等の面からの法制度
　医療においては安心・安全もキーワードとなる。
　患者の個人情報、とりわけ病名等の機微な情報を扱うことから、個人情報保
護法も密接に関連してくる。また、医療を行う過程で、患者の安全確保を図る
観点から、医薬品医療機器等法（旧薬事法）も重要である。

※一体改革において
は、マイナンバー制度
が大きく関わってく
る。マイナンバー制度
の目的は、一人ひとり
に番号を振ることで税
負担を不当に免れるこ
とや給付の不正受給防
止が根底となっている
が、マイナンバーの活
用により手続の簡素
化、国民負担の軽減も
目的とされている。

※制度・法律が、改正
があるにせよ基本的に
は変らず続いていく性
格があるのに対し、政
府戦略は時の政権の意
向を反映しつつ位置づ
けが変ってくるという
違いもある。

　医療の分野を管轄する省庁として、厚生労働省の動きは特に重要である。こ
こでは、厚生労働省がどのような目標を掲げているかを、2015年当時の資料を
もとに整理した。あらかじめ要約すると、①番号を作り、②情報をデジタル化
するとともにネットワークを構築し、③標準化されたデータを集め（ビッグデ
ータ）、活用する、ということである。この厚生労働省の考え方を把握しておく
ことは、ICT施策を理解するためのポイントとなる。

⑴ 医療連携や医学研究に利用可能な番号の導入（図 2）
①個人番号カード（マイナンバーカード）に健康保険証の機能を持たせ、オンラ
インによる保険資格の確認を行うしくみを導入し、保険誤りによる返戻の削
減、事務の効率化に資する。
②医療連携や研究に利用可能な番号を導入し、医療機関や研究機関等で患者デ
ータを共有し連携をとることにより作業の効率化と研究の推進を目指す。
【2021年 3月からオンライン資格確認の運用開始予定】

図２■番号導入のイメージ

①個人番号カードに健康保険証機能を付与 ②医療連携や研究に利用可能な番号の導入

○個人番号カードで、医療機関の窓口での医療保険資格の確認が
　できる仕組みを構築する。（オンライン資格確認）

○病院、診療所間の患者情報の共有や、医学研究でのデータ管理な
　どに利用可能な番号を検討、導入
　【制度設計について2015年中に検討・一定の結論】

【従来】 【将来】

【将来】

保険証

個人番号カード

個人番号カード

医療等分野の番号
医療等分野の番号

病院 薬局

かかりつけ医分析、研究開発 介護事業所

医療機関

医療機関

支払基金等

窓口

（イメージ図）

（イメージ図）

保険証を
見て確認

医療保険の
資格情報を管理
（マイナンバー）

患者の医療保険資格
をオンラインで確認

地域での医療介護連携

マイナンバー制度のインフラを活用※2017年７月から、マイナンバー制度による、医療保険者や
　自治体間の情報連携が開始される予定。

出典：産業競争力会議２０１５年5月２９日資料
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第１章   医療をめぐる動向ガイダンス

⑵ 情報のデジタル化・地域におけるネットワーク化（図 3）
　「番号」の導入と共に、連携や効率化に必要となってくるのが、「ネットワーク」
と情報の「デジタル化」である。
①�番号を活用し、地域ごとの実情に応じた医療情報連携ネットワークの基盤を
整備していく。全国一律のネットワークを作るのではなく、地域で作ったネ
ットワークを相互に連携させていく方針である。
②�医療の質の向上、医療情報の利活用に資するため、情報のデジタル化として
電子カルテを導入している医療機関の数を増やす。特に、地域医療で中核的
な役割を果たす400床以上の病院では2017年度に80％、2020年度に90％の普
及が目標となっている。

図３■デジタル化とネットワーク化（現状と今後の取組）

今後の取組現　状
地域の医療機関や介護事業者
がICTを利用して患者情報を共
有するネットワークが各地で構
築されている。
（2015年５月現在で約200）

病院

介護施設 診療所

例）さどひまわりネット（佐渡島）
　治療や調剤の情報を病院、診療所、
　介護施設で連携
例）あじさいネット（長崎県）
　県を広くカバーする連携

①地域医療介護総合確保基金の活用

②医療情報連携ネットワーク構築支援サービス（仮称）

③電子版お薬手帳の活用推進

　地域医療構想の実現に向けた、病床の機能分化・連携のための地域医療連携
ネットワークの構築については、基金の活用が可能。

　地域の医療事情に応じた医療情報連携ネットワークを構築・運営するために必要
な情報を厚労省から一元的に発信し、医療機関等をサポート。（2015年度～）

　患者自身が服薬情報をいつでも、どこでも見ることができ、薬局薬剤師等から適切
な服薬指導等を受けられるよう、電子版お薬手帳の更なる機能性の向上について
検討を行う。（2015年度）

出典：産業競争力会議２０１５年5月２９日資料

⑶ 医療データの利用拡大のための基盤整備（図 4）
　異なるシステム間をネットワークでつなぎ、連携するときに必要となってく
るのがデータの「標準化」である。
①電子カルテデータの標準化の環境整備
　標準化により、異なる医療機関からのデータの集積、比較分析、データ共有
が効率化される。研究開発等の推進に貢献できる。
②医療情報の各種データベース事業の拡充・相互利用
　医療に関するさまざまなデータの集積や多様な分析、医療の質の向上、コス
ト・経営の効率化、研究開発の推進等に資する。

図４■複数のデータベースの相互利用について

●ナショナルデータベース

●DPCデータ

●各種疾患データベース

●国立病院機構 IT事業

●医療情報データベース

今後の拡充
全国規模でレセプト・特定健診データを蓄積。受
療行動の傾向を把握し、医療費適正化計画の策定
等に利用（レセプト約92億5,000万件(2015年
4月時点)）

大学等に限られていた集計デー
タ提供を2016年度から民間に
拡大

DPCデータベースを2016年
度中に構築。民間提供等の拡大
を図る

各種の疾患データベースについ
て対象の拡大等を図る

・実施病院について順次拡充
・経営の効率化や研究への活用  
　等を進める

・2018年度までに300万人のデータを分
　析・活用することを目指す
・さらに、研究への活用を進める

全国規模の急性期病院の入院に関するレセプトデー
タ等。診療行為や投薬の実施傾向を把握可能。

（1,500病院、1,000万件（2012年度））

例）ナショナルクリニカルデータベース（NCD)
手術症例に関する実績等を登録、分析する外科系学
会の取組（手術情報400万件（2013年度末時点））

電子カルテデータが利用しやすくなるよう標準化を
推進。（20～30病院(2015年度目標)）

PMDAで、協力医療機関の検査結果や
電子カルテデータを分析し、医薬品等
の安全対策を実施。（現在試行期間中）

複
数
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
相
互
利
用
に
つ
い
て

研
究
事
業
等
を
実
施(

2
0
1
5
年
度
〜)

期
待
さ
れ
る
効
果

コスト・経営の効率化

日本発の新薬、医療機器等の開発・安全対策

医療の質の向上

さらに・・・

例）手術後患者の抗生剤投与日数の分析

例）疾患登録による臨床試験の促進

全国の中の自院の
診療実態の立ち位
置を見える化

病
院
数

投与日数

A病院 B病院

研究機関

各病院から登録する
患者データの標準化

研究の対象基準に合う
患者の検索が効率化

データの提供者である患者へのメリットの還元

医療機関の自律的な経営や診療の向上

疾
患
登
録

出典：産業競争力会議２０１５年5月２９日資料

14 15

2 厚労省によるICT化の推進



第１章   医療をめぐる動向ガイダンス

2-2.データヘルス改革

　前節では、2015年時点における、医療のICT化に関する厚生労働省の推進目
標を概観した。本節では、現在、具体的にどのようにICT化が進んでいるのか
をみていくこととする。
　厚生労働省は2017年 1 月、省内に「データヘルス改革推進本部」を立ち上げ
た。データヘルス改革は、国民の健康寿命のさらなる延伸を目的とし、2020年
度に向けて、次の 4つの分野で 8つのサービスの提供を目指すものである。
Ⅰ　最適な保健医療サービスの提供
　①保健医療記録共有
　�　医療機関が保有する患者の過去の診療データ等を相互参照可能なシステム
の構築
　②救急時医療情報共有
　�　医療的ケア児（者）等が災害・事故などに遭遇した際に、医療関係者が迅速
に必要な患者情報を共有できるサービスの提供
Ⅱ　健康・医療・介護のビッグデータの連結・活用、PHR※

　③PHR・健康スコアリング
　�　個人単位で、特定健診データや薬剤情報等の経年データを閲覧するための
システムを整備
　④データヘルス分析
　�　NDB※や介護DBなど各種データベースで保有する健康・医療・介護情報
を連結し、ビッグデータとして分析可能な環境の提供
　⑤乳幼児期・学童期の健康情報
　�　乳幼児期・学童期の健康情報を一元的に確認できるしくみの構築
Ⅲ　科学的介護の実現
　⑥科学的介護データ提供
　�　科学的な検証に裏付けられた客観的な情報の収集
Ⅳ　がんゲノム情報の活用等
　⑦がんゲノム／⑧人工知能（AI）
　�　ビッグデータやAIを活用したがんゲノム医療等の推進
　�　また、これらのデータヘルス改革の基盤構築として、「被保険者番号の個
人単位化」と「オンライン資格確認システムの導入」が行われることになっ
た。以下、この基盤構築とデータヘルス改革の 8つのサービスの概略を解説
していく。

⑴ 被保険者番号の個人単位化と資格履歴の一元管理（図 5）
　前述（→13頁）のように、マイナンバーカードを活用して患者の資格確認を行
い、そこを糸口に医療のさまざまなデータを収集し、データベースを構築して
いくという構想があった。しかし、肝心のマイナンバーカードの普及率がいま
ひとつ伸びていないという実情がある。
　そこで、現在は世帯単位で付番されている保険証の被保険者番号について、
枝番（ 2桁）を用いて個人単位化することになった。
　これにより、患者の加入する保険が変わっても、個人単位で資格情報等のデ
ータをつなげることが容易になる。
　また、保険の変更にともない被保険者番号も変わることになるが、加入する
保険によらず資格情報等を連結させて管理することになった。このため、個別
の保険者（協会けんぽや健保組合、市町村）に代わって審査支払機関である社会
保険診療報酬支払基金（以下、支払基金と表す）と国民健康保険中央会（以下、国
保中央会と表す）が一元的に管理することになった。

※PHR
Personal Health 
Record　個人の生涯
にわたる医療や健康等
の情報を経年的に管
理・活用するしくみ。

※NDB
National Database
レセプト情報・特定健
診等情報データベース。

図５■被保険者番号の個人単位化と資格履歴の一元管理

2017年11月8日　社会保障審議会医療保険部会資料(一部改変)

※保険者が共同で
　資格管理を委託

現状・課題
◯世帯単位での付番
　・現在の被保険者番号は、基本的に世帯単位。保険者は個人（特に被扶養者）の状況把握までは求めていない。
　　適切な保険制度の運用のためにも、保険者として、個人単位での状況把握をどう行うかが課題。
　・今後、保健事業を通じた被保険者の健康管理等の役割が保険者に一層期待されている中、個人単位でデータを
　　連結できない現在の状態は、データヘルスの推進の観点からも課題。
◯保険者ごとの管理
　・各保険者でそれぞれ被保険者番号を付番しており、資格管理も保険者ごと。
　・加入する保険が変わる場合、個人の資格情報(※)は引き継がれず、継続的な資格管理がされていない。
　※氏名、生年月日、性別、被保険者番号、資格取得日、負担割合など

対応方針
①加入する保険が変わっても、個人単位で資格情報等のデータをつなげることを容易にするため、被保険者番号を
　個人単位化。
②新しい被保険者番号も保険の変更に伴い変わることとなるが、加入する保険によらず資格情報等を連結させて管
　理するため、個別の保険者に代わって支払基金・国保中央会が一元的に管理する。
　※マイナンバー制度の情報連携のために構築されている既存のインフラを活用

医療保険者

①新被保番を個人単位化

その他の
資格情報

個人単位の
被保番

支払基金・国保中央会

②被保険者番号等の履歴を管理

その他の資格情報個人単位の被保番C市町村国保

その他の資格情報個人単位の被保番B健保組合

その他の資格情報個人単位の被保番A健保組合

A
B

資格を登録 保険者を
異動
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第１章   医療をめぐる動向ガイダンス

⑵ オンライン資格確認（図 6）
　現行の保険証による資格確認では、資格喪失後の未回収の保険証による受診
や、それにともなう過誤請求が請求時に判明することになり、保険者・医療機
関等の双方に負担が発生する状況にあった。
　そこで、マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読
み取って、受診時やレセプト請求前等にオンラインで支払基金・国保中央会に
資格情報を照会・確認するしくみを整備することとされた。あわせて、マイナ
ンバーカードの普及状況にかんがみ、患者が保険証のみを持参してきた場合で
も、券面の新被保険者番号により、オンラインで資格情報の有効性を確認する
方法も可能とされた※。

⑶ 最適な保健医療サービスの提供
　現状の課題として、個人の健診・診療に関する情報が、医療機関等に分散し
て管理されており共有ができず、個人の病状や投薬歴等の診療に必要な基本的
な情報をその都度把握しなおさなければならない、という点が指摘されている。
　そこで、データヘルス改革により、全国的な保健医療ネットワークを整備
し、次のサービスの提供の実現を目指すことにしている（図 7）。
①患者同意を前提として、初診時等に、医療関係者が患者の過去の健診・診療・
　処方情報等を共有できるサービス（保健医療記録共有）
②医療的ケア児（者）等の救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、医療関
　係者が、迅速に必要な患者情報を共有できるサービス（救急時医療情報共有）

図６■オンライン資格確認

本人
提示

※定められた利用目的以外での
　マイナンバーの書き写し等は
　不正利用であり、法律で禁止
　されている

※外来受診(延べ日数)
　年間約20億件

※健康保険証のみ持参した場合は、券面の
新被保険者番号により、資格情報の有効性を確認

保険医療機関
　(約17万7千)
保険薬局
　(約5万7千)

レセプト請求の
専用回線など既存の
インフラを活用

オンライン資格確認サービス
【支払基金・国保中央会が共同で運営】
※レセプト請求の専用回線や保険者の
マイナンバー関連システムなど、既存
インフラを活用。　　　　　　　　　

2017年11月8日　社会保障審議会医療保険部会資料

現状・課題
・現行の健康保険証による資格確認では、資格喪失後の未回収の保険証による受診や、それにともなう過誤請
　求が請求時に判明。保険者・医療機関等の双方に負担が発生。

対応方針
・マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読み取って、受診時やレセプト請求前等に
　オンラインで支払基金・国保中央会に資格情報を照会・確認する仕組みを整備する。

資格情報
マイナンバーカード

健康
保険証 新被保険者番号

電子証明書

新被保険者番号

電子証明書

新被保険者番号

電子証明書

資格情報

マイナンバー
・氏名、性別、生年月日
・保険者名
・被保険者番号
・負担割合
・資格取得・喪失日 等

｢見えない｣｢預からない｣ので、医療現場で
診療情報がマイナンバーと紐づけて管理さ
れることはない

医療保険者
資格情報

マイナンバー

図７■工程表（保健医療記録共有・救急時医療情報共有）

2019年2月26日　データヘルス改革推進本部（第5回）

①保健医療記録共有
・全国的なネットワークを整備し、初診時等
　に、医療関係者が患者の過去の健診・診療
　・処方情報等を共有できるサービスを提供

【主な進捗】
○2018年6月から、保健医療記録共有サービスの実証事業を開始した(福岡・佐賀フィールド)。
　また、2018年7月から、クラウドやセキュリティなどの技術検証を開始した。
○2018年12月より、｢医療等分野情報連携基盤検討会（医療等分野ネットワーク安全管理ＷＧ)」に
　おいて、クラウドサービス基盤やネットワーク構成等についての議論を開始した。
○工程表に沿って、2018年度の事業等を実施中。

2020年度2019年度2018年度

おおむねの工程を整理 必要な実証を行いつつ、
2020年度からの稼働を目指す

②救急時医療情報共有
・医療的ケア児(者)等の救急時や予想外の災
　害、事故に遭遇した際に、医療関係者が、
　迅速に必要な患者情報を共有できるサービ
　スを提供

【主な進捗】
○2017年度の実証結果(※)を踏まえたシステム改修を行うため、調達手続きを行っている。
　※医療的ケア児等とその家族が使いやすい画面構成への変更や情報の入力に際して医師の負担軽減策等。
○本システム運用開始後、円滑にシステムの運用が実施されるよう、医療機関や医療的ケア児等と
　その家族に対して周知活動を行い、事前登録を呼びかけている。
○2019年度のシステム本格運用開始に向けて、工程表に沿って着実に進捗。

・システム開発
・医療機関、医療的ケア児等及び
　その家族への普及

・システム本格運用
・保健医療記録共有との一体的
　運用の検討

※これらの新しい資格
確認の方法は、健康保
険法の改正により、
2019年5月22日（改正
法公布日）から2年以
内で政令で定める日か
ら施行される。
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第１章   医療をめぐる動向ガイダンス

⑷ 健康・医療・介護のビッグデータの連結・活用、PHR
■健康スコアリング
　健康スコアリングは、各企業の従業員の健康状態や医療費、予防・健康づく
りへの取組状況等について、全国平均や業態平均と比較したデータを見える化
したものである。
　企業とその健保組合（保険者）との連携（コラボヘルス）を推進する目的で、こ
の健康スコアリングが活用される。
　具体的には、各健保組合の加入者の健康状態や予防・健康増進等への取組状
況をスコアリングし経営者に通知する取組が行われる。
■データヘルス分析
　レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）や介護総合データベー
スといった公的データベースはそれぞれ整備され、情報が蓄積されているが、
これらのデータの連結はできず、健康・医療・介護の各分野を通じた分析は困
難な現状があった。
　データヘルス改革では、各種データベースで保有する健康・医療・介護の情
報を連結し、個人の保健医療の履歴をビッグデータとして分析可能な環境を提
供する。介護予防等の予防施策や、医療・介護の提供体制の研究等に活用が期
待される。
■乳幼児期・学童期の健康情報
　乳幼児期・学童期の健康情報については、次のような課題が指摘されている。
・健診内容や記録方法について、標準化されたフォーマットがなく、管理や比

　較が困難
・受診状況や結果を紙台帳で管理している場合が多く、効果的、効率的な情報
　の管理・活用ができない
・引越しや、子どもの成長にあわせて、記録が関係機関間（地域保健→学校保健
　など）で適切に引き継がれるしくみがない
　データヘルス改革では、次のようなサービスを実現することにより、これら
の課題を解決するとしている。
・子ども時代に受ける健診・予防接種等の個人の健康情報歴の一元管理（マイ
　ナポータル※の活用等）
・個人情報に配慮しつつ関係機関間での適切な健診情報の引継ぎ
・ビッグデータとして活用（将来的な疾病リスクとの関係分析や地域診断など
　に活用可能）

⑸科学的介護データの提供
　介護保険の各事業者が提供する介護サービスに関しては、「狙った効果がど
の程度得られているか」や「どのようなリスクが生じているか」等について、
科学的な検証に裏付けられた客観的な情報が十分に収集できているとはいえな
い状況にある。
　そこで、データヘルス改革により、科学的に自立支援等の効果が裏付けられ
た介護（科学的介護）を実現するため、科学的分析に必要なデータを新たに収集
するデータベースを構築することとされた。そのデータベースを分析し、科学
的介護を国民に提示することとしている。
　介護領域のデータベースは、現在、要介護認定情報や介護保険レセプト情報
が格納された「介護保険総合データベース」とリハビリテーション関係の情報
を収集した「VISIT※」があるが、これらを補完する介入等のデータベース
「CHASE※」を新たに構築し、2020年度からの本格運用を目指している。

⑹がんゲノム情報の活用等
■がんゲノム
　わが国において、がんは1981年以降、死因の第 1位であり、生涯のうちに約
2人に 1人が罹患すると推計されている。近年、個人のゲノム（遺伝子）情報に
基づき、個人ごとの違いを考慮したゲノム医療への期待が高まっている。
　データヘルス改革では、ビッグデータやAIを活用したがんゲノム医療等を推
進し、個人に最適化された患者本位のがん医療の実現を目指している。さらに
ゲノム情報や臨床情報を収集し分析することで、革新的医薬品などの開発を推
進し、がんの克服を目指している。
■AIの活用
　医療におけるAIの利活用促進により、①全国どこでも最先端の医療を受けら
れる環境の整備、②患者の治療等に専念できるよう、医療・介護従事者の負担
軽減、③新たな診断方法や治療方法の創出等の実現を目指している。

※マイナポータル
政府が運営するオンラ
インサービス。子育て
に関する行政手続がワ
ンストップでできた
り、行政機関からのお
知らせを確認できるな
ど、さまざまな利用が
可能。

※VISIT
monitoring&eValuation 
f o r  r e h a b I l i t a t i o n 
ServIces for long-Term 
care
※CHASE
Care, HeAlth Status 
&Events 

図８■工程表（健康スコアリング／データヘルス分析）

2019年2月26日　データヘルス改革推進本部（第5回）

③健康スコアリング
・健保組合等の加入者の健康状態や予防・健
　康増進等への取組状況をスコアリングし、
　経営者に通知

【主な進捗】
○2018年8月末に、全健保組合及び国家公務員共済組合に対して保険者単位のレポートを通知。ま
　た、同年11月に、全健保組合及び国家公務員共済組合に対して、その効果検証を実施するなど、
　工程表に沿って着実に進捗。

2020年度2019年度2018年度

企業単位のレポート作成

④データヘルス分析
・各種データベースで保有する健康・医療・
　介護の情報を連結し、分析可能な環境を提
　供。医療・介護等の予防策や、医療・介護
　の提供体制の研究等に活用

【主な進捗】
○｢医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議｣報告書を2018年11月にとりまとめ、公表。
○ＮＤＢ、介護ＤＢ等の連結解析等を盛り込んだ健康保険法等一部改正法案を、2019年通常国会に
　提出。2020年度の運用開始に向けて、工程表に沿って着実に進捗。

・複数のデータベース間の連携・解析を行うシステム
　構築
・サービス内容の具体化等に向けた検討

システムの本格稼働

・2018年8月下旬から、全健保組合及び国家公務員共済組合
　を対象とした健康スコアリングの開始
・企業単位のレポート作成のための仕様検討・システム改修
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第１章   医療をめぐる動向ガイダンス

　なお、重点 6領域として次の領域を中心に開発を加速化するとしている。
①ゲノム医療／②画像診断支援／③診療・治療支援／④医薬品開発／⑤介護・
認知症／⑥手術支援

3-1.首相官邸・内閣官房での動き

3
政府戦略等

　前節では厚生労働省のデータヘルス改革を中心にみてきたが、政府全体（国）
としても産業振興等の観点からさまざまなICT活用の戦略が立案されている。
そのなかでも医療は重要分野と位置づけられており、節目である2020年に向け
て目標等が掲げられている。ここでは、首相官邸・内閣官房の動きについて紹
介する。

⑴成長戦略
　首相官邸に設置された日本経済再生本部の下、未来投資会議が開催されてお
り、2019年 6 月21日に「成長戦略」を策定・公表した。
　このなかの成長戦略フォローアップ　「Ⅱ．4．疾病・介護の予防」では、
KPI（重要業績評価指標）として、「2040年までに健康寿命を男女とも 3年以上
延伸し、75歳以上とすることを目指す」が掲げられ、「Ⅱ．5．次世代ヘルスケ
ア」では、「2040年時点において、医療・福祉分野の単位時間当たりのサービ
ス提供について 5％（医師について 7％）以上の改善を目指す」が掲げられてい
る。
　ここでは、「人生100年時代の到来」、「少子高齢化に伴う医療・介護需要の拡
大」という課題に対して、2040年を 1つのターゲットとして、生涯にわたる健
康づくり・疾病・介護予防の推進や、医療・介護現場の生産性の向上に資する
取組が述べられている。

⑵世界最先端デジタル国家創造宣言
　内閣官房に設置された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合
戦略本部）は、2019年 6 月14日に「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民デ
ータ活用推進基本計画」を策定・公表した。
　このなかの「II．デジタル技術の社会実装」では、重点取組①「世界を牽引
する先駆的取組の、社会実装プロジェクト」として、「健康・医療・福祉分野の
データに基づく全国民（子供から高齢者まで）のQOL向上」が掲げられている。
　具体的には、健康・医療・福祉データ連携基盤を活用して以下のことが期待
されている。
①リスクの早期発見、予防
②健康・医療・福祉関連サービスの効果向上と働き方改革

図９■工程表（乳幼児期・学童期の健康情報／科学的介護／がんゲノム／AI活用）

2019年2月26日　データヘルス改革推進本部（第5回）

⑤乳幼児期・学童期の健康情報
・健診・予防接種等の健康情報の一元的な閲
　覧、関係機関間での適切な健診情報の引き
　継ぎ、ビッグデータとしての活用

○「データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会」を実施し、2018年7月20日に
　中間報告書を公表。乳幼児健康診査等の母子保健情報の利活用を推進するため、以下を実施。
・受診の有無等の乳幼児健診の情報を転居時に引き継げるよう規定を整備する母子保健法等改
　正案提出に向けた準備。
・2019年度予算案に市町村におけるシステム改修経費を計上。
○2020年度からのサービス開始に向けて、工程表に沿って着実に進捗。

2020年度2019年度2018年度

・乳幼児健診、妊婦健診情報の標準化等について整理
・健診記録等のマイナポータルへの反映や情報連携の
　在り方を検討

2020年からの稼働を
目指す

⑥科学的介護データ
・科学的分析に必要なデータを新たに収集す
　るデータベースを構築・分析し、科学的に
　効果が裏付けられたサービスを国民に提示

○2019年度中のデータベース開発に向けて、現在、調達を進めている。2020年度からの本格運
　用に向けて着実に進捗。
○データベースにおける収集項目等について更に整理を行うため、2018年度中に有識者会議を
　再開する予定。

○工程表に沿って着実に進捗。
・2018年8月に｢がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議｣を開催し、がんゲノム医療推進
　に向けた進捗確認、課題の整理等を行った。
・同年10月に｢がんゲノム医療連携病院｣を35カ所追加(計135病院)し、がんゲノム医療提供体
　制の拡充を行った。
・同年12月に2種類の遺伝子パネル検査機器が薬事承認された。

⑧ＡＩ
・重点6領域（ゲノム医療、画像診断支援、
　診療・治療支援、医薬品開発、介護・認知
　症、手術支援）を中心に必要な研究事業等
　を実施

○専門家による教師付き画像データの作成、医学会を中心とした画像DB構築、医療機器メー
　カー等と共同したA I開発を開始、医師法におけるA Iの取扱いの明確化(2018年12月)など、
　工程表に沿って着実に進捗。
○2018年7月より、A I開発・利活用の加速化に向け「保健医療分野A I開発加速コンソーシア
　ム」を5回開催。画像診断支援を中心に「迅速に対応すべき事項(中間整理)」を取りまとめ、
　2019年1月に公表。現在、重点開発領域における今後の方向性について議論中。

⑦がんゲノム
・がんゲノム医療中核拠点病院等から収集さ
　れたゲノム情報や臨床情報をがんゲノム情
　報管理センターにおいて管理・分析するこ
　とで、創薬等の革新的治療法や診断技術の
　開発を推進

・本人の状態等のデータを収
　集するデータベース(CHA
　SE)の初期仕様とりまとめ
・データベース構築の調達作業

・データベースの構築
・試行運用

データベースの本格
運用開始

・医薬品開発に応用可能なAI
　開発に着手
　(当初の予定より2年前倒し｡)
・関係者による会議の設置
・AI開発基盤に必要なセキュリ
　ティの基準等を検討

・重点6領域(ゲノム医療、画像診断支援、診療・治療支援、医薬品開発、介護・認知症、手術支援)
　を中心に開発を加速
・専門家による教師付き画像データの作成、医学会を中心とした画像データベースの構築、医療機器
　メーカー等と共同したAI開発

・がんゲノム医療中核拠点病院
　(11カ所)等の公表
・パネル検査の先進医療の開始
・がんゲノム情報管理センター
　の稼働
　(データベースの構築等)

・ゲノム情報や臨床情報を収集・分析
・創薬等の革新的治療法や診断技術の開発の推進
　※これらを産官学一体で推進するため、｢がんゲ
　　ノム医療推進コンソーシアム運営会議｣を設置
・がんゲノム医療提供体制の拡充(実施施設拡大)

・AI開発の加速に必要な検討を実施
・セキュリティの基準を満たしたクラウド環境の
　同定・推進

【
主
な
進
捗
】

【
主
な
進
捗
】

【
主
な
進
捗
】

【
主
な
進
捗
】
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第１章   医療をめぐる動向ガイダンス

③IoT・AIと、地域リソースを活用した、高齢者等生活支援サービスの実現

⑶健康・医療戦略の実行状況と今後の取組方針2019
　同じく内閣官房に設置された健康・医療戦略推進本部は、2019年 6 月20日に
「健康・医療戦略の実行状況と今後の取組方針2019」を策定・公表した。
　この特徴は、産業振興的な意味合いが強いことである。「医療分野の研究開
発」、「国際展開の推進」、「新産業創出」、「データ利活用基盤の構築」等の取組
について、2018年度の実行状況をフォローアップするとともに、2019年度の取
組方針をとりまとめている。
■次世代医療基盤法
　健康・医療戦略推進本部が中心となり策定し、2018年 5 月11日に施行された
「次世代医療基盤法」の意義については、2018年の取組方針の中で以下のよう
に言及されている。
　この法律は、匿名化された医療データの安心・安全な流通を推進することを
目的としている。データの保護や規制という観点ではなく、活用に向けた法律
である。医療データの匿名加工を行う事業者を国が認定し、その認定事業者が
多数の医療機関の医療データを収集し、匿名化したうえで、研究機関等のデー
タ利用者に送付する。このような医療データの利活用のしくみを構築すること
により、大規模な研究の成果としての最適医療の提供などのメリットが期待さ
れている。

3-2.厚労省・総務省・経産省の動き

　医療政策全般を主管する厚生労働省のほか、情報流通の観点から総務省、ヘ
ルスケア産業の振興の観点から経済産業省が、医療情報に関わってくる行政庁
である。

⑴厚生労働省（データヘルス改革推進本部）
　前節で詳述したデータヘルス改革の旗振り役である。データヘルス改革は、
2016年度の「保健医療分野におけるICT活用推進懇談会」における提言書が元
になっている。
　提言書は、患者・国民にとって価値あるデータを「つくる」、患者・国民中心
にデータを「つなげる」、保健医療の価値を高めるためにデータを「ひらく」
という 3つのパラダイムシフトを掲げ、データヘルス改革への道筋を示したも
のとなっている。

⑵総務省（情報流通高度化推進室）
　総務省は情報流通のためのネットワーク等、基盤整備を主管している。
　標準準拠かつ双方向のクラウド型EHR※の構築を推進するとともに、本人の
判断のもとで効果的にデータを活用するPHR基盤（情報連携基盤）の構築を推
進している。

⑶経済産業省（商務情報政策局ヘルスケア産業課）
　経済産業省はヘルスケア産業の振興・育成を主管している。
　IoTを用いた行動変容を促すビジネス等、健康寿命延伸に役立つ産業の創出
を推進している。

※EHR
Electronic Health 
Record　「 電 子 健 康 記
録」。医療機関などで発
生した個人の診療記録
を生涯にわたって蓄積
した電子的な記録。
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4
JAHISの方向性 JAHIS2025ビジョン

　JAHISでは、国の方針や環境を踏まえ、日本の社会保障制度において節目の
年である2025年の社会的状況を予測し、ヘルスケアITに関する目指すべき方向
性を示した「JAHIS2025ビジョン」を2015年に策定した。

⑴ ヘルスケアITの発展を支える３階層（図10）
　「JAHIS2025ビジョン」は、国民に提供されるサービス内容を説明した「サ
ービス層」、サービス層の機関や団体で利用される製品またはシステムを説明
した「製品層」、サービス層や製品層の内容を実現するための社会基盤を整備
する「社会基盤層」の３階層に分かれている。

図10■社会基盤層・製品層・サービス層

【2025年ビジョンの目的】
①国民のために真に役立つ保健医療福祉情報システムの将来ビジョンを会員に提示する

こと
②これによって、各委員会活動の目標設定や活動の方向性を示すこと
③保健医療福祉情報システムの将来ビジョンを、関係団体・機関に提示して、支援・協力

の環境を整え、社会全般の情報化推進活動との整合を図ること

⑵ JAHISの担う製品層
①2025年に向けて実現が予想される情報連携（図11）
　2025年に向けて、ヘルスケア分野の情報がセキュアなネットワークを介して連携さ
れ、個人の生涯を通した記録が蓄積・提供されるしくみの実現が予想される。
　図11は「健康増進・予防」、「医療」、「介護・福祉」、「その他」の施設が、セ
キュアなネットワークを介して連携されるイメージを表現したものである。
②生涯健康情報データベース（図12）
　上述のネットワークが確立されたら、今度は情報の利活用である。生まれて
から亡くなるまで、個人のヘルスケア関連情報が生涯データベースに蓄積され
活用される。この構想は国（厚生労働省）と同様のものである。
③ビジョンの考察対象とする主な製品群（図13）
　2025年に向けてJAHIS会員各社の対応が予想されるシステム製品の中で患者
の疾患や個人の健康に関わる情報を扱う主なシステムをカテゴリー別・施設別
に分類してみた。各社・各分野の個別システムが全体の中でどのような位置に
いるのか、またどのように連携を図っていくのか、こういった視点が今後ます
ます重要となってくる。

図11■医療情報連携ネットワークのイメージ
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第１章   医療をめぐる動向ガイダンス

図12■医療・健康情報等の各種データの活用イメージ

図13■製品・システムの対応例

カテゴリ 対象主要施設 各種システム 連携 蓄積

カテゴリ・施設 JAHIS 各社の対応システム

健康増進
予防

介護福祉

その他

健診センター
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保健指導機関
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・遠隔画像診断システム
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第2章

医療機関における
医療情報システム

1    病院とは
	 １．病院の定義
	 ２．病院における従業者の構成とIT導入のポイント
	 ３．患者等の流れから見た病院の構造と業務

2    病院業務と情報システム
	 １．病院業務および情報システムの特殊性
	 ２．病院情報システムの概要
	 ３．オーダエントリシステム
	 ４．電子カルテシステム
	 ５．医事会計システム
	 ６．各部門への適用例

3    医療情報システムの変遷と導入状況
	 １．医療情報システムの歴史
	 ２．病院における情報システムが抱える課題
	 ３．病院における情報システムの導入状況
	 ４．医業経営

4    その他の施設等のシステム
	 １．その他の施設における情報システム
	 ２．地域連携システム

（29）



1
病院とは
1-1.病院の定義

　医療法第 1条の 5において、「病院」とは「医師又は歯科医師が、公衆又は
特定多数人のため、医業又は歯科医業をなす場所であって、20人以上の患者を
入院させるための施設を有するもの」と定義されている。病院は、2019年 9 月
段階で8,300施設ある（図 1）。入院患者のためのベッド（病床）数が19以下の医
療機関は、診療所となり、病床を持たない診療所を無床診療所、病床を有する
診療所を有床診療所という。
　病院・診療所について近年の動向を見ていくと、2009年医療施設（動態）調査
では、病院数は8,783施設、診療所数は99,497施設となっており、病院は減少傾
向にあり、診療所は増加している。ただし、無床診療所については2009年の
87,977施設と比べおよそ8,000施設増えているものの、有床診療所は当時の
11,520施設からこの10年でおよそ4,900施設減少している。
　医療法では、病院の機能に応じて、特定機能病院・地域医療支援病院という
類型を設けている。特定機能病院は、大学病院の本院などが該当し、地域医療
支援病院は、公立の大規模病院が承認を受けているケースが多い。
　一般病院は病床の規模がさまざまで、病床数は少ないが専門分野に特化し先
進的な医療を提供している病院もある。療養病床は、病状が安定してはいるが
長期の療養が必要な患者のための施設である。
　医療情報システムは、こうしたさまざまな医療機関の特性に応じた課題を抽
出し、そのソリューションのために構築される。
　また、ヘルスケアの領域全体をながめてみると（図 1）、介護サービスを担う
施設や事業所があり、さらには健診施設も含まれる。医療情報システムを扱う
際には、医療だけではなく、介護・福祉に関する諸制度の改正がもたらす中長
期的なトレンドを視野に入れることも必要となる。
■病院の組織と運営
　病院は多くの部門・専門家から構成される組織である。図 2では、300床程
度の病院の組織例を示した。
　病院（医療法人）のトップ（理事長）は、原則として医師（または歯科医師）であ
ることが必要である（医療法第46条の 6）。
　近年では、副院長に看護部長や事務部長が任命されるなど、患者の視点や財
務の視点で改革を進める病院が増えている。

図１■医療・福祉施設全体マップ

出典　医療施設数：厚生労働省「医療施設動態調査（令和元年(2019)9月末概数)」および「特定機能として承認を受けている
　　　医療機関一覧（平成31年(2019)4月1日)」

薬局数：厚生労働省「平成30年(2018)度衛生行政報告例」
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図２■病院の組織例(部門の構成例)
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1-2.病院における従業者の構成とIT導入のポイント

⑴  病院に勤務する従事者数
　病院の組織の特性のひとつとして、多種多様な専門職で構成されるという点
がある。職種別に病院で働いている従事者について、2017年10月 1 日現在の状
況を見ていくと、その総数は常勤換算方法でおよそ209万人となっており、こ
のうち医師は 1割強のおよそ22万人となっている（図 3）。一方、看護師はおよ
そ81万人、准看護師はおよそ11万人となっており、あわせるとおよそ92万人と
なり、医師に比べると圧倒的に多い。
　なお、2007年の病院報告によると、当時の従事者数はおよそ174万人（医師18
万人、看護師62万人、准看護師18万人）となっている。近年、病院数は減少し
ているが、患者数は増加する傾向にあるため、従事者は増加している。
　一般病院における100床当たりの常勤換算従事者数をもとに、病院における
従業員の職種別構成比として示したのが図 4であり、やはり多くを看護師・准
看護師が占めている。なお100床当たりで換算すると、従業者の総数はおよそ
148人となり、2007年当時の約116人と比べると30人以上の増加となっている。

⑵  病院の組織の特性とIT導入
　医療機関では提供しようとする医療サービスに応じた人材の確保と、適切な
マネジメントが経営上重要となる。病院の機能により差はあるものの、平均し
て病院運営経費の50%は人件費で費やされており（156頁参照）、良い人材に効
率的・効果的かつ安全に働いてもらう環境の確保は、医療機関共通の経営課題
といえる。情報システムもこの課題に応えることが期待されている。
■組織の特性からみたIT導入のポイント
　病院が情報システムの導入や更新を検討する場合、たとえば「情報システム
検討委員会」とか「システム機能評価委員会」といった組織が設置されるケー
スが多い。委員には副院長、診療部長、看護部長等に加え、事務部門やコメデ
ィカル※、さらにはITに詳しい医師や技師が加わるのが一般的である。
　このような委員会では、ITに詳しいスタッフがキーパーソン的な役割を果
たすこともあるが、委員会の見方・考え方と、実際にシステムを利用する現場
スタッフの見方・考え方では、差異が生じるケースがあることを十分考慮する
必要がある。対象とするシステムによって差はあるが、診療現場では、①医師
の発言力は強いものである一方、②かかわる人数の点で看護師が非常に多いと
いう状況が、委員会と現場の差異の例としてあげられる（図 4）。
　したがって、この点を十分念頭に置いて、病院の総意が正確に反映されるよ
う、情報システムの導入作業を進めていく必要がある。

※コメディカル
医療従事者のうち、医
師、歯科医師以外の者
を指して使われる。

図３■病院の職種別に見た従事者数

注：1｢医師｣及び｢歯科医師｣の常勤は、実人数である。

出典：厚生労働省
「平成29年(2017)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況｣、
「平成28年(2016)医療施設(動態)調査・病院報告の概況｣
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図４■病院内の従業員の職種別構成

厚生労働省「平成29年(2017)医療施設(静態・動態)調
査・病院報告の概況｣：｢病院の種類・主な職種別にみ
た100床当たり常勤換算従事者数」を基に作成
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1-3.患者等の流れから見た病院の構造と業務

⑴  外来（図 5）
　病院における外来患者のフローを確認してみよう。
①外来患者は、正面玄関から入り、初診受付・再診受付を行う。初診受付では、
患者の保険証を確認し、患者の基本情報を入力して診察券を交付する。この
とき、システムに患者の情報が登録される。看護師などが症状を聞き取るこ
ともあり、その情報が医師に伝わるようになっている。再診の場合、最近は、
自動再来受付機（カードを入れると受診票が出てくる）が増えている。
②受付後、外来診察室に向かうが、大きな病院では、さらにフロアや診療科ご
との受付が設けられている場合もある。その場合は、フロア共通の大きな待
合室（外待合室）のほか、診察室の前に小さな待合スペース（中待合室）が設け
られていることが多い。
③名前を呼ばれたり、診察室前の案内表示板に自分の診察番号が表示されたり
すると診察室に入って行き、④場合により検査や処置を別室で受け、診察が
終わったら⑤会計で支払いを済ませ、⑥領収書、院外処方箋、次回の診察予
定が決まっていれば予約票を受け取り、⑦薬局（院外薬局）で薬を受け取って
帰る。以前は院内処方箋をもらい、院内の薬局窓口で薬をもらう流れがあっ
たが、現在では院外の薬局等に院外処方箋を持参して薬を受け取る流れが一
般的である。
　外来では、「 3時間待ちの 3分診療」という言葉に問題が表現されるように、
待ち時間の長さをいかに減らすかが課題である。

⑵  入院医療の流れ（図 6）
　入院から退院までの一連の流れにおいて、システムがどのようにかかわって
いくのかを示したものが図 6である。
　入院前においては外来受診の段階になる。急を要する場合は即日入院となる
が、一般的にはここで入院の決定を行い、入院前の検査や入院指示書等の発行、
必要書類の交付などを電子カルテシステムで行い、後日、入院する。また、入
院当日までに確実に入院できるよう、病棟においてベッドの確保・ベッドコン
トロールなど、入院までの手続を、システムを介して対応する。
　入院当日には改めて保険証等の確認などを行う。入院中においては入院治療
として検査や手術なども行うが、実際にはここにおいても電子カルテシステム
を介して指示を行う。また、看護支援システムでは看護記録等を記録すること
などに対し、システムが使われている。
　退院においては、退院の指示書等の発行や次回の外来受診日の予約を行い、
退院後は診療所で診てもらう場合などは、紹介状の作成なども行う。
　そして、医事会計システムにより退院までの診療分を会計し、退院するとい
う流れになる。

図５■外来（患者の動線を中心として）
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図６■入院医療の流れ
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2
病院業務と情報システム
2-1.病院業務および情報システムの特殊性

⑶  病棟（図 7）
　病棟では、たいていエレベーターを上がってすぐの見えやすいところにナー
スステーションがあり、周辺に処置室、カンファレンスルーム、その先に病室
がある。カンファレンスルームには、電子カルテ表示用の大型ディスプレイが
置かれ、カンファレンス※に活用されている。
　入院患者は、ナースステーションで入院手続や手術・治療に必要な同意書等
の作成を行う。安全確保のため、手首に識別用のバーコードを巻き機械的に患
者の識別を行うことで、患者の取り違え防止を図るケースも増えている。
　一般的には、ナースステーションから一番近い病室に重症度の高い患者が入
室する。またフロアを診療科別に管理したり、感染症やICU※など患者の重症
度に応じたフロア・ベッド構成になっている。
　看護師は、患者からのナースコールや、患者の身体情報を収集している機器
からのアラート情報を、医療用PHSや看護支援システムの端末で受け取り、緊
急度や影響度を判断し、対応している。24時間患者を看護するため、チーム制
で看護に当たっており、患者情報を伝達し合う「申し送り（口頭伝達）」「カー
デックス（患者の身体状況、処置、看護計画などを一覧にまとめた計画・実施
まとめ表）」を使って情報を共有している。この情報共有のための作業を減らし、
患者の側での業務時間をいかに多く確保するかが看護業務の課題である。

※カンファレンス
症例検討会。医師どう
しが集まり患者病態

（症例）を共有し治療方
針を決める。近年は他
科医師や看護師、医療
技術員、薬剤師も加わ
ることが多い。IT化さ
れた病院では電子カル
テや医用画像をプロジ
ェクタや大型ディスプ
レイに映して討議する。

※ICU（Intens i ve 
Care Unit）→127頁

　前項までで病院の業務の流れを見てきたが、ここで、業務および業務に対応
するシステムの特徴、あるいは特殊性をまとめてみる。
①非営利
　病院は疾病の治療、予防を目的とし、原則非営利で運営されている。なお、
非営利とは黒字を否定するものではなく、利益の分配を禁じるものである。
②患者の健康・安全が最優先
　医療従事者は「医の倫理」を学び、患者の健康と生命を第一とする教育を受
けている。システムのエラーは最悪の場合、患者の健康や生命に損害をもたら
す。また、特にベッドがある場合、病院業務は24時間365日稼働しているため、
情報システムには無停止が求められる。
③専門職集団によるチーム医療
　医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師などの国家資格を有
する従事者が、専門的知識と高い技能を持って業務を行っている。チームを組
んで治療にあたるため、職種間の意思の伝達が重要であり、システムによる貢
献が期待される。
④職員の異動が多い
　病院は基本的に、若い医師や看護師は短期間で入れ替わる場合が多い。また、
非常勤の医師も多い。そのため、インシデント・アクシデントが発生しにくい
システムが必要である。
⑤法律上・行政上の規制が強い
　病院の収入は診療報酬制度※で定められ、業務は医療法や健康保険法で規制
されている。また、個々の医療従事者の行動は医師法等でさまざまな義務や禁
止事項が規定されている（診療録の保存義務等）。そのほか、守秘義務のように
刑法に根拠を持つものもある。
　情報の取り扱いについては、システム事業者にも関係してくる項目もあり、
注意が必要である。

※診療報酬制度
　→94頁

図７■病棟
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2-2.病院情報システムの概要

⑴  病院情報システムの全体像
　病院情報システムのメインとなるのはやはり電子カルテシステムであり、医
師が各診療科で情報を入力するのが主体となる（図 8）。この場合、診療部門の
オーダエントリシステムや看護支援システムとあわせて基幹システムと呼ぶ場
合や、これら全体を含めて電子カルテシステムと呼ぶ場合もある。ここで、カ
ルテを書いたり実際に各システムに指示を出したり、また看護関連であれば看
護支援システムにより看護の支援を行うのである。
　この周辺には、各部門に対応した情報システム（部門システム）があり、電子
カルテシステム・オーダエントリシステムなどを介して、互いに有機的なつな
がりを持っている。また、各部門には診療機器などをまとめるようなシステム
が組み込まれており、手術・検査・薬局・放射線等、部門ごとにそれぞれシス
テムが入っているため、電子カルテシステムとそれらが連携することができる。
たとえば、放射線部門であればCTやMRIなどの装置にPACSが、検査部門で
あれば自動分析装置などに臨床検査システムがつながっている。

　医事部門では診療した情報と連携することで医療費等の計算を行う。また、
電子カルテシステムの情報は医療機関内部にとどまらず、地域連携システムと
して、他の病院、診療所や健診センター等とつながっていくのである。

⑵  職種・部門に対応する情報システム
　病院業務へのシステムの適用については、職種・部門に対応する情報システ
ムとして次のように整理できる。

⑶  医療情報の特性と形態
　医療情報の特性としては、マルチメディアであるということがあげられる。
つまり、数値やテキスト、画像・動画といった多彩な情報を取り扱うというこ
とである。たとえば、次のとおり、心音・肺音などの音情報や、脳波や心電図
またはシェーマ※といった図形・波形情報、デジタル画像や動画情報、治療や
教育で用いられる知識情報なども取り扱っている。

職種・部門 利用される主なシステム

①医師 電子カルテシステム、オーダエントリシステム、クリティカルパスシステム

②看護師 看護支援システム、勤務管理システム

③薬剤師 調剤支援システム、薬品在庫管理システム、薬品情報システム

④放射線技師 医用画像システム（PACS※）、放射線科情報システム（RIS※）、
読影レポートシステム

⑤検査技師 臨床検査情報システム（LIS※）、細菌検査システム、病理情報システム

⑥栄養士 栄養（給食）管理システム、栄養指導システム

⑦医事課職員 医事会計システム

⑧用度・各現場 院内物流システム（SPD※）

⑨総務・財務 経営支援システム、人事給与システム、財務会計システム

⑩その他 健診・保健指導システム、リハビリテーションシステム、地域連携シス
テム

※PACS（Pictu re 
A r c h i v i n g  a n d 
Commun ica t i on 
System）→187頁

※RIS（Radio logy 
I n f o r m a t i o n 
System）→186頁

※LIS（Laboratory 
I n f o r m a t i o n 
System）→167頁、
172頁

※ S P D（ S u p p l y 
P r o c e s s i n g  & 
Distribution）
業者による物品の一括
購買・配送のことをい
い、院内物品管理業務
を一元管理する。一般
的には「院内物流代行」
と訳され、院外SPDは、 
材料や薬品などの在庫
管理、購入の入札を業
者が行い、院内SPDは、 
さらに病院内での搬送
作業も代行する。

※シェーマ
図式、形式という意味
の独単語。診療記録の
補足のために使用する
主にイラスト図。電子
カルテ上では、部位等
の詳細記録のために用
いられるイラスト画像。

コード／マス
タ情報 患者ID、住所、検査名、薬品名、手術術式、病名など

数値情報 身長、体重、年齢、血圧値、検査結果値、薬品処方量、放射線量

音情報 心音、肺音

テキスト・概
念情報

記述情報、患者の主訴、徴候、身体所見、診断過程、治療評価
放射線医レポート、退院時要約

図形・波形情
報 シェーマ、心電図、脳波、脈波

画像・動画情
報

X線写真、CT画像、内視鏡画像、皮膚科画像、病理画像
サーモグラフィ、シネアンギオ（冠動脈造影）
3 次元CT立体画像、バーチャルリアリティ型 3 次元画像

知識情報 診断的知識、治療の知識、ガイドライン、フローチャート、教育情報

図８■病院情報システムの全体像(基幹システムと部門システム)
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